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(57)【要約】
【課題】水蒸気バリア性に優れたコーティング剤の提供。
【解決手段】コーティング成分と還元でん粉糖化物とを含んでなるコーティング剤。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コーティング成分と還元でん粉糖化物とを含んでなる、コーティング剤。
【請求項２】
　コーティング成分が可食性である、請求項１に記載のコーティング剤。
【請求項３】
　還元でん粉糖化物を添加することを含んでなる、コーティング剤の水蒸気バリア性の向
上方法。
【請求項４】
　コーティング成分と還元でん粉糖化物とを用いて内包物をコーティングすることを含ん
でなる、コーティング処理物の調製方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の方法により調製された、コーティング処理物。
【請求項６】
　コーティング成分と還元でん粉糖化物とから形成される、フィルム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水蒸気バリア性に優れたコーティング剤に関する。本発明はまた、コーティ
ング剤の水蒸気バリア性の向上方法に関する。本発明はさらにまた、水蒸気バリア性に優
れたコーティング方法、コーティング処理物、フィルムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、食品や医薬品の錠剤においては、風味のマスキング、酸素バリアおよび水蒸気バ
リアによる成分の安定化、輸送過程における摩損の防止などのためにコーティング剤が用
いられている。用いられるコーティング剤としては可食性のコーティング成分であるシェ
ラック、ツェイン、プルラン、ヒドロキシプロピルメチルセルロース（ＨＰＭＣ）などが
知られている。
【０００３】
　上記以外には、酵母細胞壁を主成分とすることを特徴とするコーティング剤（特許文献
１参照）、および大豆由来の水溶性ヘミセルロース（特許文献２参照）もコーティング剤
に用いられ、有用であることが示されている。
【０００４】
　例えば、酵母細胞壁については、他の物質を併用してコーティング剤として活用する試
みがなされ、幾つかの例が開示されている。具体的には、細胞壁画分に可食性の酸素バリ
ア性改良剤を添加した酸素バリア性の高いコーティング剤が開示されている（特許文献３
参照）。また、酵母細胞壁画分とプルランを併用した酸化安定性機能の強化されたコーテ
ィング剤も開示されている（特許文献４参照）。また、機能性物質とアラビアガム、アラ
ビアガムまたはオクテニルコハク酸エステル化でん粉から選択される乳化剤と酵母細胞壁
画分を用いて得られる粉末状混合物は保存安定性が優れていることが開示されている（特
許文献５参照）。
【０００５】
　しかしながら、酵母細胞壁や大豆由来の水溶性ヘミセルロースなどを用いたコーティン
グ剤は、水蒸気バリア性が十分ではなかった。このため、酸素バリア性だけではなく水蒸
気バリア性の高いコーティング剤、およびコーティング剤の水蒸気バリア性を簡便に向上
させることの出来る方法の開発が切望されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０００－０４４８７８号公報
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【特許文献２】特開平９－０７０２８５号公報
【特許文献３】特開２００２－２４９７１４号公報
【特許文献４】特開２００２－０５３８０７号公報
【特許文献５】特開２００４－１６６６３６号公報
【発明の概要】
【発明の解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、水蒸気バリア性に優れたコーティング剤およびコーティング剤の水蒸気バリ
ア性の向上方法を提供することを目的とする。本発明はまた、水蒸気バリア性に優れたコ
ーティング処理物やその調製方法、さらには水蒸気バリア性に優れたフィルムを提供する
ことを目的とする。
【発明を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、コーティング成分に還元でん粉糖化物を添加したコーティング剤を用い
ることにより、形成されたコーティングが高い水蒸気バリア性を有することを見いだした
。本発明はこの知見に基づくものである。
【０００９】
　すなわち、本発明によれば、以下の発明が提供される。
（１）コーティング成分と還元でん粉糖化物とを含んでなる、コーティング剤。
（２）コーティング成分が可食性である、上記（１）に記載のコーティング剤。
（３）還元でん粉糖化物を添加することを含んでなる、コーティング剤の水蒸気バリア性
の向上方法。
（４）コーティング成分と還元でん粉糖化物とを用いて内包物をコーティングすることを
含んでなる、コーティング処理物の調製方法。
（５）上記（４）に記載の方法により調製された、コーティング処理物。
（６）コーティング成分と還元でん粉糖化物とから形成される、フィルム。
【００１０】
　本発明のコーティング剤、コーティング処理物およびフィルムは、水蒸気バリア性の点
で優れている。本発明のコーティング剤、コーティング処理物およびフィルムはまた、可
食性または生分解性とすることもできる。従って、本発明は、食品、医薬、農薬、種子、
顔料、香料、微生物、動物飼料、肥料の分野において有用である。
【発明の具体的な説明】
【００１１】
　本発明に用いられるコーティング成分は、コーティング剤として使用できるものであれ
ばいずれのコーティング成分であっても使用することができる。例えば、可食性のコーテ
ィング剤を得る場合には、可食性のコーティング成分を用いることができる。そのような
可食性のコーティング成分としては、特に限定されないが、酵母細胞壁画分、大豆多糖類
、シェラック、ツェイン、プルラン、カルメロース、ヒドロキシプロピルセルロース（Ｈ
ＰＣ）、エチルセルロース（ＥＣ）、ヒドロキシプロピルメチルセルロース（ＨＰＭＣ）
、ヒドロキシエチルセルロース（ＨＥＣ）、ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレ
ート（ＨＰＭＣＰ）、セルロースアセテートフタレート（ＣＡＰ）、ヒドロキシプロピル
メチルセルロースアセテートサクシネート（ＨＰＭＣＡＳ）、カルボキシメチルエチルセ
ルロース（ＣＭＥＣ）などのセルロース誘導体、およびメタアクリル酸コポリマーなどを
挙げることができる。また、生分解性のコーティング剤を得る場合には、生分解性のコー
ティング成分を用いることができる。生分解性のコーティング成分としては可食性コーテ
ィング成分を挙げることができる。
【００１２】
　本発明では、還元でん粉糖化物をコーティング剤に使用することによりコーティング剤
の水蒸気バリア性を向上させることができる。従って、本発明ではコーティング成分とし
て水蒸気透過性のコーティング成分を用いてもよい。例えば、酵母細胞壁画分や大豆多糖
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類などの水蒸気透過性の高いコーティング成分を本発明において用いることができる。
【００１３】
　本発明ではまた、コーティング成分として、１種類以上のコーティング成分を用いても
よい。従って、例えば、酵母細胞壁画分と大豆多糖類の混合物をコーティング成分として
用いることができる。複数のコーティング成分を用いた場合、それぞれのコーティング成
分の重量割合は特に制限されず、任意の割合で混合して用いることができる。
【００１４】
　本発明においてコーティング成分として用いられる酵母細胞壁画分は、市販のものを用
いても良く、以下の方法に準じて酵母菌体から調製してもよい。
【００１５】
　酵母としては、分類学上酵母に属する酵母であればいずれの酵母を用いてもよく、例え
ば、ビール酵母、ワイン酵母、パン酵母、トルラ酵母、乳酵母等を用いることができる。
具体的には、サッカロマイセス・セレビッシェ（Saccharomyces cerevisiae）、サッカロ
マイセス・パストリアヌス（Saccharomyces pastrianus）、サッカロマイセス・ルーキシ
（Saccharomyces rouxii）、サッカロマイセス・カールスバーゲンシス（Saccharomyces 
carlsbergensis）等のサッカロマイセス（Saccharomyces）属に属する酵母、キャンディ
ダ・ウティリス（Candida utilis）、キャンディダ・トロピカリス（Candida tropicalis
）、キャンディダ・リポリティカ（Candida lipolytica）、キャンディダ・フレーベリ（
Candida flaveri）等のキャンディダ（Candida）属に属する酵母、トルラスポラ・デルブ
ルッキー（Torulaspora delbrueckii）等のトルラスポラ（Torulaspora）属に属する酵母
、クルイベロミセス・サーモトレランス（Kluyveromyces thermotolerans）等のクルイベ
ロミセス（Kluyveromyces）属に属する酵母、ピヒア・メンブラネファシエンス（Pichia 
membranaefaciens）等のピヒア（Pichia）属に属する酵母等を例示することができる。好
ましくは、サッカロマイセス・セレビッシェ（Saccharomyces cerevisiae）、サッカロマ
イセス・パストリアヌス（Saccharomyces pastrianus）、サッカロマイセス・ルーキシ（
Saccharomyces rouxii）、サッカロマイセス・カールスバーゲンシス（Saccharomyces ca
rlsbergensis）等のサッカロマイセス（Saccharomyces）属に属する酵母が用いられ、よ
り好ましくは、サッカロマイセス・セレビッシェ（Saccharomyces cerevisiae）が用いら
れ、さらに好ましくは、サッカロマイセス・セレビッシェ（Saccharomyces cerevisiae）
に属するビール酵母が用いられる。これらの酵母は、単独で用いても良く、上記の酵母か
ら選択される２種類以上を組み合わせて用いてもよい。酵母菌体として、発泡性麦芽飲料
やビール様飲料の発酵工程に用いられた酵母を用いてもよいが、この場合、ビールによる
苦味を取り除くため、アルカリ水溶液で洗浄する等の脱苦味処理を施した菌体を用いるこ
とが好ましい。脱苦味処理は、当業者に周知の方法を用いることができ、例えば、特開昭
５５－１６２９８３号公報に記載の方法により行うことができる。
【００１６】
　本発明に用いられる酵母細胞壁画分は、当業者に周知の方法により調製することができ
る。一般的には、本発明に用いられる酵母細胞壁画分は、酵母菌体を破壊し、菌体内成分
を除外することにより調製することができる。以下、本発明に用いられる酵母細胞壁画分
の調製方法を例示する。
【００１７】
　まず、酵母菌体を酵素により消化処理する。酵母菌体の消化処理は、酵母菌体に内在す
る酵素を利用する自己消化法を用いて行ってもよく、外部からプロテアーゼ、ヌクレアー
ゼ、β－グルカナーゼ、エステラーゼおよび／またはリパーゼなどの酵素を添加する酵素
添加法を用いて行ってもよい。あるいは、上記消化処理は自己消化法と酵素添加法とを併
用して行ってもよい。また、消化処理は、上記以外での処理を用いてもよく、酵母エキス
を調製する際に用いられる方法であれば、いずれの方法を用いてもよい。また、消化処理
の前には、必要に応じて上記の酵素による消化処理時間を低減する目的で、高圧ホモジナ
イザーなどにより細胞壁の物理的な破壊を伴う前処理を行ってもよい。高圧ホモジナイザ
ーを用いる前処理は、例えば１００～１０００ｋｇ／ｃｍ２の圧力下で行うことができる
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。消化処理後は、遠心分離等により上記酵素処理物の可溶性菌体成分を除去し、次いで、
ペレットを酸性水溶液で処理し、不溶性成分として得られる酵母菌体残渣を遠心分離等に
より回収し、酵母細胞壁画分とすることができる。酸性水溶液としては、０．０１～２Ｎ
、好ましくは０．１～０．５Ｎの例えば塩酸、硫酸、硝酸等の酸を用いることができる。
酸処理は、好ましくは５０℃以上に加熱して行うことができ、より好ましくは８０℃以上
に加熱して行うことができる。別法としては、公知の酵母エキス製造の際に生じた酵母エ
キス抽出残渣を酵母細胞壁画分として用いることができる。得られた酵母細胞壁画分は、
適宜水やエタノールなどの溶媒に懸濁して用いることができる。酵母細胞壁画分は、乾燥
後、固形で、または粉体にして用いることもできる。
【００１８】
　本発明においてコーティング成分として用いられる大豆多糖類は、大豆中から得られる
水溶性の多糖類である。大豆多糖類は、例えば、大豆中のセルロース等との結合状態で存
在する多糖類からなる水不溶性の食物繊維を、弱酸性下にて加水分解し、その後、不溶性
成分を遠心分離等により除去して、水溶性成分として調製することができる。大豆多糖類
は、当業者に周知の方法により調製して用いてもよいが、大豆多糖類であればいずれのも
のを用いてもよく、市販のものを用いることもできる。大豆多糖類は、ヘミセルロース、
ガラクトース、アラビノース、ガラクツロン酸、ラムノース、キシロース、フコースおよ
びグルコース等の糖を含有すると考えられている。
【００１９】
　本発明に用いられる還元でん粉糖化物は、還元水飴または還元でん粉加水分解物とも呼
ばれ、一般的には、でん粉を加水分解して得られる単糖、二糖、オリゴ糖類等を含有する
でん粉糖化物をさらに水素化処理して得ることができる。本発明で用いられる還元でん粉
糖化物は、上記のように、常法に準じて調製して得たものを用いてもよいが、還元でん粉
糖化物であればいずれのものを用いてもよく、市販の還元でん粉糖化物を用いることもで
きる。本発明で用いられる還元でん粉糖化物は、好ましくは、添加後の本発明のコーティ
ング剤の固形分の１～８０重量％、より好ましくは１～４０重量％となるようにコーティ
ング剤に添加することができる。
【００２０】
　本発明のコーティング剤はコーティング成分と還元でん粉糖化物とを混合することによ
り調製することができる。本発明のコーティング剤には、コーティング剤としての効果を
損なわない限り、他の添加物が添加されていてもよい。そのような添加物としては、特に
限定されないが、例えば、可食性の酸素バリア性改良剤として用いられる、単糖類（グル
コース、マンノース等）、オリゴ糖類（マルトース、トレハロース、フルクトース、アラ
ビノース、ニゲロオリゴ糖、ラクトース、Ｄ－グルコノ－１，５－ラクトン等）等の糖類
、塩酸アルギニン等のアミノ酸類、硫酸第一鉄、リン酸二水素ナトリウム等の無機塩類、
パラチニット、ビタミンＣなどが挙げられ、これらの混合物を添加してもよい。このよう
な酸素バリア性改良剤を添加することで、コーティング剤の酸素バリア性を向上させるこ
とができる。すなわち、本発明において、コーティング成分として酸素バリア性に優れた
コーティング成分を用いることにより、あるいは、酸素バリア性改良剤をコーティング剤
に添加することにより、水蒸気バリア性と酸素バリア性の双方を有するコーティング剤が
提供される。酸素バリア性に優れたコーティング剤としては、好ましくは酵母細胞壁画分
、大豆多糖類またはこれらの混合物を用いることができる。
【００２１】
　本発明のコーティング剤は、液状であってもよく、固形や粉体であってもよい。また、
気流中への混合物であってもよい。従って、本発明のコーティング剤は、液状コーティン
グ剤、固形コーティング剤、粉体コーティング剤、または気流状コーティング剤として提
供されうる。液状の場合は、コーティング剤は、水溶液や、酢酸溶液、アルコール溶液等
の有機溶媒溶液として用いてもよく、それらの混合液として用いてもよいが、好ましくは
、水溶液、アルコール溶液、アルコール水溶液、さらに好ましくは、水溶液、アルコール
水溶液として用いることができる。固形コーティング剤は、例えば、粉体または乾燥させ
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た液状のコーティング剤を粒状などにして調製することができる。粉体コーティング剤は
、例えば、固形のコーティング剤を粉砕し、または液状コーティング剤を乾燥させて調製
することができ、あるいは粉体のコーティング剤を混合しても調製することができる。気
流状コーティング剤は、例えば、閉鎖空間内で流動させた空気に、液状、固形または粉体
のコーティング剤を分散させて調製することができる。本発明のコーティング剤は、当業
者に周知の方法に従い、コーティング処理やフィルム形成処理に用いることができる。
【００２２】
　本発明のコーティング剤は、可食性成分を用いて調製することにより、可食性コーティ
ング剤とすることができる。本発明の可食性コーティング剤は、食品用、医薬品用または
飼料用などの経口用コーティング剤として有用である。また、本発明のコーティング剤は
、生分解性成分を用いて調製することにより、生分解性コーティング剤とすることができ
る。本発明の生分解性コーティング剤は、環境負荷が低く、化粧品、香料、顔料、農薬、
種子、肥料等のコーティング剤として有用である。すなわち、本発明のコーティング剤は
、特に限定されないが、食品、医薬品、化粧品、香料、顔料、農薬、種子、飼料、肥料等
のコーティング剤として幅広く有用である。本発明のコーティング剤は、内包物を安定的
に保存することができる点で有用であり、上記以外の様々な用途においても幅広く有用で
ある。
【００２３】
　本発明のコーティング剤は、コーティング剤として用いる以外に、賦形剤としても用い
ることもできる。例えば、粉末製品の賦形剤として用いてもよいし、噴霧乾燥時の賦形剤
としてデキストリン等の代わりに用いてもよいし、粒状に加工する場合の賦形剤として用
いてもよい。
【００２４】
　本発明のコーティング剤では、コーティング処理時の温度で固体として存在する物であ
ればいずれの物であってもコーティングすることができる。例えば、常温（２５℃）でコ
ーティング処理を行う場合には、常温で固体として存在するものをコーティングすること
ができる。また、コーティングされる内包物の融点に合わせた温度条件下でコーティング
することもできる。本発明のコーティング剤によりコーティングされる内包物としては、
特に限定されないが、例えば、食品、医薬品、化粧品、香料、顔料、農薬、種子、飼料、
肥料等を挙げることができる。本発明のコーティング剤によりコーティングされる食品と
しては、例えば、でん粉質食品、錠剤型食品、洋菓子類（キャンディ、あめ類、チョコレ
ート、チューインガム等）、和菓子類（せんべい等）、焼菓子類（カステラ、クッキー、
クラッカー等）、グミ製剤、油菓子（ポテト等チップス類、スナック類）、各種ソース・
しょうゆ・みそ・マヨネーズ・ドレッシング類を粉末・固形化したもの、各種飲料（果汁
飲料、ネクター飲料、清涼飲料、スポーツ飲料、茶、コーヒー、ココア、スープ類、アル
コール飲料類等）を粉末・固形化したもの、各種エキス粉末（ビーフ・ポーク・チキン等
畜産、エビ・ホタテ・シジミ・昆布等水産、野菜・果樹類、植物、酵母等）、油脂類・香
料類（バニラ、かんきつ類、かつお等）を粉末・固形化したもの、粉末スパイス・ハーブ
類（唐辛子、コショウ、サンショ、ユズ、バジル等）、粉末飲食品（インスタントコーヒ
ー、インスタント紅茶、インスタントミルク、インスタントスープ、インスタント味噌汁
等）、各種乳製品類（チーズ等）、各種栄養・栄養補助食品素材類（ビタミンＡ・Ｂ群・
Ｃ・Ｄ・Ｅ等のビタミン類、ビフィズス菌・乳酸菌・酪酸菌等有用菌類、クロレラ、Ｃａ
・Ｍｇミネラル類、プロポリス等）、ふりかけ、フレーク類、トッピング類（クルトン等
）、豆類加工食品（豆腐、おから等）を固形化したもの、生鮮食品・調理加工食品（カレ
ー、シチュー類）を固形化したもの、冷凍食品（具材、ころも類）、各種加工食品、機能
性食品（ＤＨＡ、リノール酸、リノレン酸、レシチン、キトサン、ローヤルゼリー、プロ
ポリス等）、甘味料（アセスルファムカリウム、アスパルテーム、パラチノース、ラフィ
ノース、トレハロース、エリスリトール、キシリトール）が挙げられる。内包物は、単独
であるいは組み合わせてコーティングに供することができる。内包物は、必要に応じて微
粒子、顆粒もしくは錠剤などの適宜粒径の造粒物としてもよい。
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【００２５】
　本発明によれば、コーティング成分と還元でん粉糖化物とを用いて、内包物をコーティ
ングすることができる。従って、本発明によれば、コーティング成分と還元でん粉糖化物
とを用いて内包物をコーティングすることを含んでなる、コーティング処理物の調製方法
が提供される。本発明によればまた、コーティング成分と還元でん粉糖化物とを用いたコ
ーティング方法が提供される。
【００２６】
　上記のコーティング処理物の調製方法やコーティング方法では、内包物のコーティング
の際に本発明のコーティング剤を用いることができる。従って、本発明によれば、本発明
のコーティング剤を用いるコーティング処理物の調製方法やコーティング方法が提供され
る。本発明のコーティング剤は、そのまま、または必要に応じて、水溶液や、酢酸溶液、
アルコール溶液等の有機溶媒溶液に懸濁させて、コーティングに用いることができる。
【００２７】
　内包物のコーティングは当業者に周知の方法により行うことができる。例えば、ドリア
コーター（株式会社パウレック社製）などのコーティング機を用いて、内包物に本発明の
コーティング剤の懸濁液等をスプレーコーティングすることにより行うことができるが、
これに限らず、公知のコーティング方法や公知のコーティング装置を組み合わせて行って
もよい。コーティング後は、コーティングの乾燥を行うことができる。コーティングの乾
燥温度は、特に限定されるものではなく、内包物の温度安定性に応じて当業者により適宜
温度を設定することができるが、乾燥速度の観点からは、通常５０～９０℃の温度で乾燥
することが好ましい。また、コーティングの乾燥時間も公知の方法に従って当業者により
適宜設定することができるが、キュアリング効果を得るためには、乾燥時間を延ばすとよ
い場合がある。コーティング剤の量は、コーティングされる内包物の量、求められる用途
などに応じて当業者により適宜設定することができる。
【００２８】
　後記実施例に示されるように、還元でん粉糖化物をコーティング剤に添加することによ
り、形成されたコーティングの水蒸気バリア性を向上させることができる。従って、本発
明によれば、還元でん粉糖化物を添加することを含んでなる、コーティング剤の水蒸気バ
リア性の向上方法が提供される。
【００２９】
　本発明によれば、コーティング成分と還元でん粉糖化物とを用いてコーティングされた
コーティング処理物が提供される。本発明のコーティング処理物は、コーティングにより
内包物が外部の水蒸気から守られているため、保存安定性に優れる。従って、本発明のコ
ーティング処理物は、水蒸気バリア性が要求される食品、医薬品、化粧品、香料、顔料、
農薬、種子、肥料などの分野において有用である。本発明のコーティング処理物は、必要
に応じてさらに他のコーティング剤によりコーティングされていてもよい。
【００３０】
　本発明では内包物をコーティングすることなく、コーティング成分と還元でん粉糖化物
を用いて成膜すると、水蒸気バリア性に優れたフィルムが得られる。すなわち、本発明に
よれば、コーティング成分と還元でん粉糖化物とから形成されるフィルムが提供される。
【００３１】
　本発明のフィルムは、単層フィルムとして形成させてもよく、複層フィルムとして形成
させてもよい。本発明のフィルムは、高湿度下においても極めて低い水蒸気透過性を有す
るので、高い水蒸気バリア性が要求される、湿潤により固化などの物性変化や風味などの
品質変化を起こしやすい食品、例えば、乾燥麺類などの乾燥食品、乾燥粉末、スパイス粉
末若しくは香料などの表面積の大きな風味物質、または湿潤により物性変化や品質変化を
起こしやすい医薬品の包材などの用途に用いることができる。
【００３２】
　本発明のフィルムは、上記コーティング成分と還元でん粉糖化物とを用いて調製するこ
とができる。本発明のフィルムは、本発明のコーティング剤を用いて調製してもよく、例
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なるように、平板上に本発明のコーティング剤を塗布し、または、平板を本発明のコーテ
ィング剤に浸し、その後、室温（２５℃）～６０℃で乾燥することにより、調製すること
ができる。複層フィルムは、平板の代わりにフィルムを用いて調製することができる。
【００３３】
　本発明のコーティング剤、コーティング処理物およびフィルムの水蒸気バリア性は対象
物の水蒸気透過係数により評価することができ、水蒸気透過係数は当業者に周知の方法で
算出することができる。水蒸気透過係数の測定法規格としては、例えば、ＪＩＳ　Ｋ７１
２９（Ａ法）や、ＪＩＳ　Ｚ０２０８が存在し、具体的には、水蒸気透過係数は、感湿セ
ンサー（Ｌｙｓｓｙ法）、カップ法、赤外センサー法（Ｍｏｃｏｎ法）などの方法により
算出することができる。ここで、水蒸気透過係数は、一般的に、「所定の温度及び湿度の
条件で単位時間に単位面積の試験片を通過する水蒸気の量」と定義され、水蒸気透過係数
の値が低いほど、水蒸気バリア性が高いことを意味する。
【実施例】
【００３４】
　以下では、実施例により本発明を詳細に説明するが、本発明の技術的範囲はこれらの実
施例に限定されるものではない。なお、各成分の固形分比率（％）は重量％で記載する。
【００３５】
実施例１：酵母細胞壁画分または大豆多糖類を用いて調製したコーティング剤の水蒸気バ
リア性に対する還元でん粉糖化物の添加の効果
（１）表１記載の配合で、酵母細胞壁画分（固形分：９％、キリン協和フーズ株式会社製
、製品名：イーストラップ；以下、同じものを使用した）、還元でん粉糖化物（固形分７
１．２％、三菱商事フードテック株式会社製、製品名：ＰＯ－６０）、および水を混合し
、混合液としてコーティング剤を得た。得られたコーティング剤を室温で攪拌しながら、
吸引ポンプを用いて十分に脱気した。コーティング剤の水蒸気バリア性を評価するため、
脱気後、塗工機を用いて混合液をＰＥＴフィルムの上に塗工し、４０℃で２４時間乾燥さ
せてコントロールフィルム１およびフィルム１～４を得た。
【表１】

【００３６】
　同様に、表２記載の配合で、大豆多糖類（固形分：９４．２％、フロイント産業株式会
社製、製品名：ヘミロース；以下、同じものを使用した）を用いて、固形分３％の混合液
（コーティング剤）を調製し、上記と同様の操作を行って、コントロールフィルム２、フ
ィルム５および６を得た。
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【表２】

【００３７】
（２）上記（１）で作成したフィルム１～６並びにコントロールフィルム１および２の水
蒸気透過試験を行った。水蒸気透過試験は、カップ法を用いて以下の条件で行った。すな
わち、塩化カルシウムを入れた試験カップの開口部を、封ろう剤を用いてフィルムで密閉
し、まず、温度４０℃、相対湿度５０％、測定面積２８．２６ｃｍ２に調整した恒温恒湿
器にて１６時間コンディショニングした。その後、２４時間後の試験カップの質量増加量
から、得られたフィルムの水蒸気透過係数（（ｇ・ｍｍ）／（ｍ２・２４時間））を算出
した。水蒸気透過係数が小さいほど、水蒸気バリア性は高い。
【００３８】
　結果は表３に示されるとおりであった。

【表３】

【００３９】
　表３に示されるとおり、酵母細胞壁画分のみを用いて調整したコントロールフィルム１
と比較して、還元でん粉糖化物をさらに加えたフィルム１～４では、フィルムの水蒸気透
過係数が大きく低下した。また、大豆多糖類を用いて調整した場合でも同様であり、大豆
多糖類のみを用いて調整したコントロールフィルム２と比較して、還元でん粉糖化物をさ
らに加えたフィルム５および６では、フィルムの水蒸気透過係数が大きく低下した。この
ように、酵母細胞壁画分や大豆多糖類をコーティング成分として調製したフィルムでは、
還元でん粉糖化物の添加により、水蒸気バリア性が大きく向上した。
【００４０】
実施例２：コーティング剤の水蒸気バリア性に対する還元でん粉糖化物の種類の影響
　フィルムの水蒸気バリア性が還元でん粉糖化物の種類により影響を受けるか否かを評価
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した。還元でん粉糖化物としては三菱商事フードテック株式会社製のＰＯ－４０（固形分
：７０．８％）、ＰＯ－３００（固形分：７２．５％）およびＰＯ－５００（固形分：７
３．１％）、ならびにキリン協和フーズ株式会社製のアマミン７０Ｎ（固形分：７０．７
％）およびアマミン５００Ｎ（固形分：７２．３％）を用いた。表４記載の配合で、酵母
細胞壁画分、還元でん粉糖化物、および水を混合し、固形分１０％の混合液としてコーテ
ィング剤を得た。
【００４１】
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【表４】

【００４２】
　コーティング剤の水蒸気バリア性を評価するため、それぞれのコーティング剤を用い、
実施例１記載の方法に準じて、フィルム７～１６を作成し、得られたフィルムの水蒸気透
過試験を行った。それぞれの還元でん粉糖化物は、でん粉を分解し、糖化物を得るときの
分解度が異なり、単糖、二糖、オリゴ糖等の比率がそれぞれ異なっている。
【００４３】
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　結果は表５に示されるとおりであった。
【表５】

【００４４】
　表５に示されるとおり、還元でん粉糖化物を添加して調製したフィルム（フィルム７～
１６）では、還元でん粉糖化物を用いないで調製した場合（表３のコントロールフィルム
１（水蒸気透過係数：１１．２４ｇ・ｍｍ／ｍ２・２４時間））と比較して水蒸気透過性
が大きく低減し、水蒸気バリア性が大きく向上した。
【００４５】
実施例３：コーティング成分として酵母細胞壁画分と大豆多糖類を併用して調製したコー
ティング剤における、水蒸気バリア性に対する還元でん粉糖化物の添加の効果
　表６記載の配合で、酵母細胞壁画分と大豆多糖類の両コーティング成分を用いたコーテ
ィング剤を得た。
【００４６】

【表６】

【００４７】
　コーティング剤の水蒸気バリア性を評価するため、それぞれのコーティング剤を用い、
実施例１記載の方法に準じて、コントロールフィルム３、フィルム１７および１８を作成
し、得られたフィルムの水蒸気透過試験を行った。
【００４８】
　結果は表７に示されるとおりであった。
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【００４９】
　表７に示されるとおり、酵母細胞壁画分と大豆多糖類を併用した場合においても、還元
でん粉糖化物を添加することにより、フィルムの水蒸気バリア性が大きく向上した。
【００５０】
実施例４：コーティング成分としてツェインまたはプルランを用いて調製したコーティン
グ剤における、水蒸気バリア性に対する還元でん粉糖化物の添加の効果
　実施例１～３では、コーティング成分として酵母細胞壁画分や大豆多糖類を用いたが、
実施例４では、コーティング成分として一般的に使用されるツェインまたはプルランを用
いた。ツェインとしては、小林香料株式会社製の小林ツェインＤＰ（固形分：９５．９％
）を用い、プルランとしては、林原商事株式会社製のプルラン（固形分：９７．４％）を
用いた。表８の配合で、ツェインまたはプルランと、還元でん粉糖化物（固形分：７１．
２％）および水とを混合してコーティング剤を得た。
【００５１】

【表８】

【００５２】
　コーティング剤の水蒸気バリア性を評価するため、それぞれのコーティング剤を用い、
実施例１記載の方法に準じて、コントロールフィルム４および５並びにフィルム１９およ
び２０を作成し、得られたフィルムの水蒸気透過試験を行った。
【００５３】
　結果は表９に示されるとおりであった。
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【表９】

【００５４】
　表９に示されるとおり、コーティング成分としてツェインやプルランを用いた場合でも
、還元でん粉糖化物を添加することにより、フィルムの水蒸気バリア性が向上した。
【００５５】
　このように、本発明のコーティング剤では、酵母細胞壁画分、大豆多糖類、プルランお
よびツェインなどの幅広いコーティング成分を用いることができ、いずれの場合も本発明
のコーティング剤を用いて調製したフィルムは、水蒸気バリア性を向上させた。また、本
発明のコーティング剤は優れた水蒸気バリア性を有していた。
【００５６】
実施例５：実施例１で得られたコーティング剤の酸素透過性の評価
　コーティング剤の酸素透過性を評価するため、酸素透過試験により、実施例１で調製し
たフィルム２、６および実施例３で調製したフィルム１８並びにコントロールフィルム１
の酸素透過性を比較した。酸素透過試験は、温度２３℃、相対湿度６０％、試験面積５０
ｃｍ２、酸素濃度１０％の測定条件下で、モコン（ＭＯＣＯＮ：Ｍｏｄｅｒｎ　Ｃｏｎｔ
ｒｏｌｓ）社製のＯＸ－ＴＲＡＮ１０／５０を用いて行った。
【００５７】
　結果は表１０に示されるとおりであった。
【表１０】

【００５８】
　表１０に示されるとおり、還元でん粉糖化物を添加して調製したフィルム２、６および
１８は、還元でん粉糖化物を添加せずに調製したコントロールフィルム１と比較して、い
ずれも酸素透過係数が低く、良好な酸素バリア性を有していた。従って、酵母細胞壁画分
と還元でん粉糖化物とを用いて調製したフィルムは、水蒸気バリア性に加えて、優れた酸
素バリア性を有していることが分かった。
【００５９】
実施例６：コーティング処理物の調製
　表１１に示す配合で、酵母細胞壁画分（固形分：９％）、大豆多糖類（固形分：９４．
２％）、還元でん粉糖化物（固形分：７１．２％）を用いて、固形分１０％の混合液（コ
ーティング剤）を得た。この混合液の固形分比率は、細胞壁画分：大豆多糖類：還元澱粉
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糖化物＝４：３：３であった。
【表１１】

【００６０】
　得られた混合液を、ドリアコーター（株式会社パウレック社製）を用いて錠剤（乳糖５
９重量％、結晶セルロース３６重量％、ショ糖脂肪酸エステル３重量％、二酸化ケイ素２
重量％からなる２５０ｍｇ／錠の錠剤）に給気温度７０℃でコーティングを行い、錠剤の
良好なコーティング処理物を得た。
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